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環環状状４４号号線線（（国国道道１１号号以以北北））唯唯一一のの未未着着手手区区間間がが始始動動  

――米米軍軍施施設設  上上瀬瀬谷谷通通信信施施設設内内のの環環状状４４号号線線ににつついいてて共共同同使使用用申申請請――  

 

都市計画道路環状４号線は、道路ネットワークの骨格となる３環状１０放射道路の一つとして、

重点的に整備を進めております。 

 

環状 4 号線の上瀬谷通信施設付近は、戸塚区の国道１号と瀬

谷区の国道１６号を結ぶ区間で唯一の未整備区間であり、長年

の懸案となっておりました。 

そのため、平成１８年度に策定した「横浜市米軍施設返還跡

地利用行動計画」においても早期整備を位置づけてまいりまし

た。 

この度、上瀬谷通信施設内の環状４号線予定地について、関

係機関との調整が整いましたので、本日、防衛省に対し、日米

地位協定に基づく共同使用の申請をしたことをお知らせします。 
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※共同使用とは 

 共同使用とは、米軍提供地内に一般通行用

の道路などを設置する場合に、日米地位協定

第２条４（a）に基づき、日米合同委員会の

合意を得て、日米が共同して土地を使用する

ことをいいます。 



 今後は、日米合同委員会における合意を経て、環状４号線の整備に着手することとなり、事業

中の市道五貫目第 33 号線の拡幅整備と併せ、周辺の慢性的な交通渋滞の緩和を図ってまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道五貫目第３３号線 
事業中 

米軍 
上瀬谷通信施設
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道路整備に向けた調整 環状４号線に関する整備状況 上瀬谷通信施設に関する経過

～平成１５年度 共同使用に向けた関係機関調整

平成１６年度 日米合同委員会における返還方針合意

平成１７年度

平成１８年度 米軍施設返還跡地利用行動計画策定

平成１９年度

平成２０年度 共同使用申請 市道五貫目33号線　事業着手

共同使用合意後 地元への事業説明等 上瀬谷通信施設内　事業着手

これまでの経緯と予定

返還方針合意を踏まえた、共同使
用の関係機関調整

平成１７年度までに国道１号と国
道１６号を接続する区間のうち、
上瀬谷通信施設周辺を残し、概ね
整備が完了



  

  

交通量が約２割減！
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